誓約書

中部地方整備局 企画部長　　　　　　　　　　殿
（一社）日本建設業連合会 中部支部長　　　　殿
（一社）建設コンサルタンツ協会 中部支部長　殿
　産官三機関合同職場体験実習を受けるに当たり、産官三機関合同職場体験実習実施要領（令和５年５月24日付）を理解し、実習生として下記のとおり遵守することを誓約します。

記

１．実習期間中は専ら所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めます。

２．実習期間中、中部地方整備局、（一社）日本建設業連合会中部支部、（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部（以下、「産官三機関」という。）が遵守すべき法令等を遵守するとともに、事務局及び実習担当者の指導、指示等に従い、実習期間中は実習に専念し、公務及び建設業界の信用を傷つけるような行為を行いません。

３．職場体験実習により知り得た情報の開示については、事務局の指示に従います。実習終了後においても、同様とします。

４．職場体験実習終了後２週間以内に、実習内容に関する報告書を作成し、事務局に提出します。

５．職場体験実習の成果を論文等により外部へ発表する場合には、事前に事務局の承認を受けます。

６．病気等のため予定されていた実習を受けられない場合は、あらかじめ、事務局にその旨を連絡します。やむを得ない場合は、事後速やかに事務局にその旨を連絡します。

７．職場体験実習期間中における障害、損害等に関しては、誠意をもって問題解決にあたります。

令和　　　年　　　月　　　日

　　　教育機関名　
　　実習生氏名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（直筆で署名してください）

